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会

議

長

藤

本

な

お

や

様

提

出

者

同同同杉
　　　並
　　　区
　　　議
　　　会
　　　議
　　　員

そ市小堀

ね橋松部

文綾久や
　　　す
子子子し

　　　議
　右　員
平の　提
成議杉出
二案並議
十を区案
三提立第
年出高八
六す齢号
月る者
十゜活
六

日

動

支

援

セ

ン

タ

i

及

び

ゆ

う

ゆ

う

館

条

例

の

部

を

改

正

す

る

条

例





一第一が項を設次
セニ館特第有をの
ン条一に一す使よ
夕第の必号る用う
1二下要か六すに
及項にとら十る改
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等
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を
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を
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セ等号1．情の区結’消指書るめ区者用一に、場
ン）に1 報業長）区さ定の゜業長の料とお合
　　　　　　　　　　　　　　　　、

（
別

表

第

に

規1

定

す

る

施

設

に

限

る

o

次

項

に

お

い

て

同

じ

o

）

に

掲の務は
げ取の’
る扱実次
もい施に
のぞ及掲
ののびげ
ほ他そる
かのの事
’セ報項
セン告に
ンタにっ
タ1関い
1等すて
等のる’
の管事指
管理項定
理の
に基
・関準

しに
必関
要す
なる
’事事

項項

管

理

者
と

協

定

を

締

結

す

る

も

の

と

す

る

o

長れ管作
にた理成
提日者及
出以はび
し後寸提
なし毎出
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　りよ
　’う
　区と
　長す
　のる
　承者
　認1寅

　を

セ

ン

タ

1

等

の

，手

続

等

）

　第＿　　　第（
す八使い用け六使る
　　　む　　　　　　　　　　　　　　む
る条用　のた条用
と　　の

認区承
め長認
たはの
と　’取

き次消
はのし

’

各等
セ号）
ンの
タい
1ず
等れ

か

に

該

の当

権者　権
利（セの
を以ン譲
譲下タ渡
渡一1等
し使等の

’

用

又者
は一
転との
貸い使
しう用
て　゜の

は）承
なは認
ら　’を

な使受

禁

止

第（2
五使
条用略け則

セ

ン

タ

1

等

の

使

用

に

つ

はい
’て

無

料
と

す

料

第

受規等四使三

なの
け定いセ
れめうン
ばる゜タ
なと）1
らこを及
なろ使
し1に用館
　よし
　咳考颪

　区と下
　長す一
　のるセ
　承者ン
　認岐タ
　を　

i

一 条用
と

の略
手

続

等



し

な

い

こ

と

o

に

該

当

す

る

と

認

め

た

と

き

に
、

使

用

を

承

認

項

の

規

定

に

よ

り

同

項

各

の　
1

施第る第）
設四事
の条業
使第に
用一関
を項す
承のる
認規業
す定務

二1司う
　　　o

るに
ト

と

よ

り

又セ

　を
条行
第わ
　せ
項る
各こ
号と
及が
　で
第き
　る
　0

はン　各
同

条

タ

1
号

第等　掲

う

0

）

に
、

セ

ン

タ

1

等

の

管

理

の

業

務

の
う

ち

が

指

定

す

る

も

の

（
以

下

一
指

定

管

理

者

一

と

い

る

と

き

は
、

法

人

そ

の

他

の

団

体

で

あ

つ

て

区

長

　第
を，十

効

果条
的

に区
　長
成は
す’
るセ
たン
めタ
必1
要等
がの
あ設
る置
との
認目
め的

　
指

定

管

理

者

に

よ

る

管

理

）

一 るし使
～°く用
四

略

は条
使件
用を
の変
承更
認k
を又
取は
り使
消用
すを
こ停
と止
がし
　、で

き若

一 るし使
～° く用
四

略

は条
使件
用を
の変
承更
認セ

を又
取は
り使
消用
すを
こ停
と止
がし
　、で

き若
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長る
にも
申の
請は
し’
な規
け則
　で
　定
なめ
らる
なと
いこ
　ろ
たに
だ．よ

しり
　、
次区

21

指

定

管

理

者
と

し

て

の

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

の

と

す
る

o

と

す

る

と

き区
は長
　は
規

　指
　定
　管
め理
　者
方を
　指
　定
　し
　よ
　う

第（
十指

条管
　理

者

の

指

定

　司
要　の
と前修
認各繕
め　を
るに除
業掲く
務1　°

る

もに
の関
のす
ほる
か業
’務

区

長

が

必

四1

セ

ン

タ

1

等

の

施

設

の

維

持

管

理

　
大

規

模

し

く

は

使

用

の

承

認

を

取
り

消

す

と

o

用

条

件

を

変

更

し

又

は

使

用

を

停

止

し

若

と

認

め

た

と

き

に

セ

ン

タ

i

等

の

施

設

の

使

反
し

た

と

き

又

は

指

定

管

理

者

が

特

に

必

要

は

指

管

理

者

の

指

不
に

違

く

は

第

第

八

条

の

規

該定
　に
・すよ

　り
　、
　同
　条
使第

者

使

号

若

し



の
と

す

る
o

議

会

の

議

決

を

経

て

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

も

管

理

を

行

と

が

で
き

る

と

31

区

長

は
、

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

が

あ

つ
た

る

団

を

除
く

0

）

準

ず

る

も

の

の

分

の

以

上

を

出

資

し

て

員

で

あ

る

団

区

が

資

本

金

そ

の

他

いに

は

親

等

以

内

の

親

族

が

代

表

者

そ

の

他

の

役

育

委

員

委

員

又

は

そ

の

配

偶

者

若

し

く

団ず
体る
をも
z、の

くの
゜二

） 分

の

以

上

を

出

資

し

て

い

る

で二
あ親
る等
団以
体内
　の
区親
が族
資が
本代
金表
そ者
のぞ
他の
　他
　の
　役
　員

区

長
、

副

区

長

又

は

そ

の

配

偶

者

若

し

く

は

あ

る

団

体

親

等

以

内

の

親

族

が

代

表

者

そ

の

他

の

役

員

で

一1す

　る
　こ
　と
　が
　で
員き
又な
はい
そ゜
の

配

偶

者

若

し

く

は
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　長
目1の

条指
第示
　に
項従
各わ
　な
にい
掲と
げき
る゜
基

準

を

満

た

さ

一1を
　命
管

理

の

業

務

又

は

経

理

の

状

況

に

関

す

る

区

ず

る

こ

と

が

で

き

る
o

め規
て定
管に
　よ
のる
業指
務定
のを
全取
部り
若消
しし
く

は又
　は
部期
の間
停を
止定

　第
い十
ず三
　条
力

に区
該長
当は
す

る指
と定
き管
は理
　者
削が
条次
第の
　各
項

のの

　
指

定

管

理

者

の

、指

定

の

取

消

し

等

に

定

め

る

基

準

四1

　と
前が
　で
　き
にる
掲

　と
る゜
も

の

の

ほ

か

区

長

が

別

と

とセ
もン
にタ
　i
局等
　の
者効
の用
福を

つ

効法
率

的

な

管条

正　 を

力関有
　　す
　　る

　　と

の

増艮　を
進

を

図揮
るすと

最営規
大が定

にき
発る守

る 適

o

し

か

2

当

該

業

務

を

安

定

し

て

行
う

能

力

一
1

の

業

務

に

の

知

識

を

有



の

は

使

用

料

一

と

、

別

表

第

中

一

利

用

料

　第
　十
　八
ま条
　及

利

用

料

金

第

十

九

条

中

る項

　第
の十
　八
A条
　及
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前

項

A

区

長

が

定

め

る

使

用

睾

を

　　第収
　　十す
　を七る
　準条
項用第
　す

長

は
、

別

表

第

に

定

め

る

額

の

範

囲

内

に

お

い

は

当

該

停

止

の

期

間

が

終

了

す

る

ま

で

の

間
、

区

き

に
β

り

新

た

に

指

定

管

理

者

を

指

定

し

又

長合
がに
臨限
時る
に゜
セ）
　の
　停
　止
等を
の命
管じ
理た
　揚
営合
を等
行で
つ　、

と区

　り
若消
　し

21

　又
　は定
部期に
　間よ
　をり
　定指
　め定
金て管
　管理
収　者
　のの
を業指
含務
　の

で

な

い
と

認

め

る

と

き
o

管

理

者

に

よ

る

管

理

を

継

続

す

る

と

が

適

当

　な
前く
　な
　つ
にた
掲と
　認
　め
　る
　と
　き
　o

当

該

指

定
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る
o

指

定

管

理

者
と

協

定

を

締

結

す

る

も

の

と

す

第＿
十協
六定
条の
　締
区結
長）
は

次

に

掲

る

事

項

に

ら

な

い
o

報め
止る
　と
をこ
作ろ
成に
しよ
　り
区’
長管
に理
提の
出業
し務
なに
け関
　し
　事
な業

は度
　の
ぞ途
の中
取に
りお
消い
さて
　指
　定
　を
　取
　り
　消
　さ
規れ
則た
でと
定き

第

十

五

条

指

定

管

理

者

は
、

毎

年

度

終

了

後

　
年

　
事

業

報

告

書

の

作

成

及

提

出

）

す

る

も

の

と

す

る
o

止定
をめ
命て
じ管
た理
との
き業
は務
　の
　全
　部
　若
　し
　く
　は
ロ

を部
止の
不停

　第＿
し十指
く四定
｝条管
指　理
定

を

取

り

消

し

た

と

き

、

又

は

期

間

を

区

長

は
、

指

定

管

理

者

を

指

定

し

、

若

者

の

告

示

）

の

と

す

る
o

金

一

と

あ

る

の

は

一
使

用

料

一

と

読

み

替

え

る

も



第（
十利
八用
条睾
　金
指の
定

管

料理
金者

又

は

免

す

は
、

規

則

で

定

め

る

と

こ

免

）

31　21
　別
利表
用

料一
金

は
、

指

定

管

理

者

の

収

入
と

す

る
o

　セ
第ン
　タは
の
と

お
り

と

す

る
0

い

場
A

等規
の則
施で
設

及

そ

の

利ろ
用に
聡よ
金る
は

な者
けに
　利
　用
な料
ら

なを
い使
　用
たす
だる
しと
　き
　ま
　で
　に
　納
　付
　し

に

係

る

使

用

の

承

認

を

受

け

た

者

は
、

指

定

管

理

定

す

る

施

設

に

限

る
0

次

項

に

お

い

て

同

じ

o

）

第

十

七

条

セ

ン

タ

亘

等

の

施

設

（
別

表

第

に

規

　
利

用

料

金

等

等

の則

関掲

　る
要も
　の
事の
項ほ
　カ

セ

ン

タ

の

管

理

の

準

に

関

す

る

事

項

個

人

情

報

の

取

扱

い

そ

の

他

の

セ

ン

タ

i

等

る

事

項

管

理

の

業

務

の

実

施

及

そ

の

報

生
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第

十

条

略

委す
任る
）　 γ

　と
　が
　で
　き
　る
　o

るな
とい

　o
うた
にだ
よし
り

’

　指
そ定
の管
　理
部者
又は
は’

規

部則
を

付め

第（
十利
九用
条睾
　金
既

に

納

付

し

た

利

用

料

金

は
、

で還
定付
　し

の

不

還

付

）

る

と

が

で

き

る
o

第

十

条

（
委

任

略




